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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のコンピューティングデバイス上で動作するアプリケーションの第１のインスタン
スにおいて、
　　第１のストレージサービスプロバイダによって操作される第１のサーバからプライマ
リ・アプリケーションデータを取得するステップと、
　　前記プライマリ・アプリケーションデータに関連付けられる補足アプリケーションデ
ータを受信するステップと、
　　前記プライマリ・アプリケーションデータに少なくとも部分的に基づいて第１の一意
の識別子の値を計算するステップと、
　　前記第１の一意の識別子の値を第２のサーバに転送するステップであって、前記第２
のサーバは、前記第１の一意の識別子の値を使用して前記アプリケーションの第２のイン
スタンスによる、前記補足アプリケーションデータの後の取得を可能にし、前記第２のサ
ーバは、前記第１のストレージサービスプロバイダとは異なる第２のストレージサービス
プロバイダによって操作され、前記補足アプリケーションデータは、前記第１のサーバに
おいてプライマリ・アプリケーションデータとして格納することができないデータである
、ステップと、
　前記アプリケーションの前記第２のインスタンスにおいて、
　　前記第１のサーバから前記プライマリ・アプリケーションデータを取得するステップ
と、



(2) JP 6150816 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

　　前記プライマリ・アプリケーションデータに少なくとも部分的に基づいて第２の一意
の識別子の値を計算するステップと、
　　前記アプリケーションの前記第２のインスタンスによって生成される、前記第２の一
意の識別子の値を前記第２のサーバに転送することによって、前記第２の一意の識別子の
値を使用するステップであって、前記第２のサーバは、前記第２の一意の識別子の値を前
記第１の一意の識別子の値と比較し、前記第２のサーバから前記補足アプリケーションデ
ータを受信することによって、前記第２の一意の識別子の値を前記補足アプリケーション
データにマップする、ステップと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記アプリケーションの前記第２のインスタンスにより、
　　前記取得したプライマリ・アプリケーションデータを利用して、前記アプリケーショ
ンによって使用されるプライマリ設定を識別するステップと、
　　前記補足アプリケーションデータを利用して、前記プライマリ設定に対する修正を識
別するステップであって、前記修正は、前記プライマリ・アプリケーションデータととも
に前記第１のサーバ内に格納することができないデータである、ステップと
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記アプリケーションの前記第１のインスタンスにより、
　　前記補足アプリケーションデータを前記第２のサーバに格納するステップと、
　　前記第１の一意の識別子の値を前記第２のサーバ内に格納された前記補足アプリケー
ションデータに関連付けるインデックスエントリを生成するステップと、
　　前記補足アプリケーションデータを前記第２のサーバから取得するために、前記イン
デックスエントリを格納するステップと
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記プライマリ・アプリケーションデータに少なくとも部分的に基づいて第１の一意の
識別子の値を計算するステップは、
　　ハッシュ関数を、前記プライマリ・アプリケーションデータの少なくとも一部と前記
アプリケーションの第１のインスタンスを操作しているユーザのユーザ識別情報とに適用
して、前記補足アプリケーションデータに関連付けるための前記第１の一意の識別子の値
を生成して、前記アプリケーションの第２のインスタンスのユーザによる前記補足アプリ
ケーションデータへのアクセスを可能にするステップを含み、
　前記プライマリ・アプリケーションデータは少なくとも部分的に、前記アプリケーショ
ンの前記第１のインスタンスによって使用されるべき設定情報を指定し、
　前記第１の一意の識別子の値によってインデックス付けされる前記補足アプリケーショ
ンデータは、前記プライマリ・アプリケーションデータに対する修正を指定する、請求項
１に記載の方法。
【請求項５】
　前記アプリケーションの第２のインスタンスにより、
　　前記プライマリ・アプリケーションデータを修正するステップと、
　　前記修正されたプライマリ・アプリケーションデータを前記第１のサーバに格納する
ステップと、
　　前記第２の一意の識別子の値を前記修正されたプライマリ・アプリケーションデータ
に基づいて計算するステップと、
　　前記修正されたプライマリ・アプリケーションデータに対する前記第２の一意の識別
子の値を前記第２のサーバに転送するステップであって、前記第２の一意の識別子は、前
記アプリケーションの後続のインスタンスが、前記アプリケーションの該後続のインスタ
ンスのユーザについて前記プライマリ・アプリケーションデータに関連付けられる補足ア
プリケーションデータを識別するのを可能にする、ステップと
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　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　コンピュータシステムであって、
　少なくとも１つのプロセッサデバイスと；
　前記少なくとも１つのプロセッサデバイスによって実行されるアプリケーションに関連
付けられる命令を記憶する少なくとも１つのストレージリソースと；
　を備え、前記アプリケーションの第１のインスタンスが当該コンピュータシステム上で
実行され、前記アプリケーションの前記第１のインスタンスは、前記少なくとも１つのプ
ロセッサに、
　　第１のストレージサービスプロバイダによって操作される第１のサーバからプライマ
リ・アプリケーションデータを取得するステップと、
　　前記プライマリ・アプリケーションデータに少なくとも部分的に基づいて第１の一意
の識別子の値を計算するステップと、
　　前記第１のインスタンスによって生成される前記第１の一意の識別子の値をインデッ
クスとして使用して、第２のサーバによって格納される補足アプリケーションデータを識
別するステップであって、前記第２のサーバは、前記第１のストレージサービスプロバイ
ダとは異なる第２のストレージサービスプロバイダによって操作され、前記補足アプリケ
ーションデータは、前記第１のサーバにおいてプライマリ・アプリケーションデータとし
て格納することができないデータである、ステップと、
　を含む動作を実行させ、
　前記アプリケーションの第２のインスタンスは、前記少なくとも１つのプロセッサに、
　　前記第１のサーバから前記プライマリ・アプリケーションデータを取得するステップ
と、
　　前記プライマリ・アプリケーションデータに少なくとも部分的に基づいて第２の一意
の識別子の値を計算するステップと、
　　前記アプリケーションの前記第２のインスタンスによって生成される、前記第２の一
意の識別子の値を前記第２のサーバに転送することによって、前記第２の一意の識別子の
値を使用するステップであって、前記第２のサーバは、前記第２の一意の識別子の値を前
記第１の一意の識別子の値と比較し、前記第２のサーバから前記補足アプリケーションデ
ータを受信することによって、前記第２の一意の識別子の値を前記補足アプリケーション
データにマップする、ステップと、
　前記第２のサーバから前記識別された補足アプリケーションデータを取得するステップ
と
　を含む動作を実行させる、コンピュータシステム。
【請求項７】
　プロセッサデバイスによって実行されると、該プロセッサデバイスに、
　前記プロセッサデバイス上で動作するアプリケーションの第１のインスタンスを介して
、
　　第１のストレージサービスプロバイダによって操作される第１のサーバからプライマ
リ・アプリケーションデータを取得するステップと、
　　前記プライマリ・アプリケーションデータに関連付けられるべき補足アプリケーショ
ンデータを受信するステップと、
　　前記プライマリ・アプリケーションデータに少なくとも部分的に基づいて第１の一意
の識別子の値を計算するステップと、
　　前記第１の一意の識別子の値を第２のサーバに転送するステップであって、前記第２
のサーバは、前記第１の一意の識別子の値を使用して前記アプリケーションの第２のイン
スタンスによる前記補足アプリケーションデータの後の取得を可能にする、ステップであ
って、前記第２のサーバは、前記第１のストレージサービスプロバイダとは異なる第２の
ストレージサービスプロバイダによって操作され、前記補足アプリケーションデータは、
前記第１のサーバにおいてプライマリ・アプリケーションデータとして格納することがで
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きないデータである、ステップと、
　前記アプリケーションの前記第２のインスタンスにおいて、
　　前記第１のサーバから前記プライマリ・アプリケーションデータを取得するステップ
と、
　　前記プライマリ・アプリケーションデータに少なくとも部分的に基づいて第２の一意
の識別子の値を計算するステップと、
　　前記アプリケーションの前記第２のインスタンスによって生成される、前記第２の一
意の識別子の値を前記第２のサーバに転送することによって、前記第２の一意の識別子の
値を使用するステップであって、前記第２のサーバは、前記第２の一意の識別子の値を前
記第１の一意の識別子の値と比較し、前記第２のサーバから前記補足アプリケーションデ
ータを受信することによって、前記第２の一意の識別子の値を前記補足アプリケーション
データにマップする、ステップと、
　を含む動作を実行させる、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、対応するプライマリ・アプリケーションデータから導出される識別子に基づ
いて、補足データにアクセスすることに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータ及びネットワーク技術の分野において、「クラウド」及び「クラウドコン
ピューティング」という用語は、しばしば、多くの異なるタイプのコンピュータリソース
間における接続性をサポートするコンピュータ、ルータ、サーバ等の根底にあるネットワ
ークインフラストラクチャの抽象概念である、インターネットのような特定のネットワー
ク技術の象徴として使用される。
【０００３】
　いわゆる「クラウドコンピューティング」は、仮想的でサービス指向のアーキテクチャ
の自発的で実用的なコンピューティングの広範な採択の自然な進化である。ある場合にお
いて、クラウドコンピューティングは、特定のアプリケーション機能においてエキスパー
トであるべきこと又は特定のアプリケーション機能を制御すべきことから、ユーザを抽出
する。そのような特徴はクラウド内のサービスによって管理され、クラウドのストレージ
は多くの場合、クラウドストレージサービスプロバイダとして知られる第三者エンティテ
ィによって提供される。したがって、クラウドコンピューティングは、（クラウドストレ
ージサービスプロバイダとは別個のエンティティである）会社のようなエンティティ内の
ユーザに対して、新たなインフラストラクチャを投資し、新たな人材をトレーニングし、
新たなソフトウェアを認可する等を必要とせずに、コンピューティングシステムの容量を
増加させる又はコンピューティングシステムに容量を追加する方法を提供することができ
る。従来のクラウドコンピューティング技術は、ユーザがクラウドに接続するのにどのデ
バイスを使用するかに関わらず、ユーザに、リモートのドキュメント管理及びストレージ
、電子メール及び連絡先の管理等のような例示的なサービスを提供する。この手法では、
ユーザは、自身のオフィスにあるデスクトップコンピュータのような、コンピューティン
グデバイスにおいてクラウド内のドキュメントにアクセスし、その後、家にあるコンピュ
ータのような別のコンピューティングデバイスから同じドキュメントにアクセスすること
ができる。クラウドストレージにアクセスするアプリケーションは、標準的な広く公開さ
れたアプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）のセットを使用して、こ
のようなことを行い、クラウドストレージデータフォーマットを予め設定する。
【０００４】
　クラウドは、したがって、有益なサービスを個々のユーザに提供するのを助けるため、
ユーザによって操作される個々のデバイスは、クラウドによって提供されるサービスに大
いに、又は完全に依拠することがある。これは、単一のコンピュータデバイスのような限
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られた場所にアプリケーションに関連するデータを記憶しなければならないという問題を
伴わずに、複数の異なるコンピュータの全てにおいてコンピュータアプリケーションのイ
ンスタンスを実行する能力を提供する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　クラウドコンピューティングのような、異なるコンピューティングデバイス上における
ソフトウェアアプリケーションの異なるインスタンスの実行を可能にする従来の技術の使
用は、幾つかの不備を生じる可能性がある。例えば第三者のクラウドストレージサービス
は、固有のＡＰＩを使用する固有のデータフォーマットの固有のデータ（例えば所与の予
め定められたレコードフォーマット又はＸＭＬのようなデータフォーマットの連絡先デー
タ）のクラウドストレージを提供する。複数の第三者ソフトウェア会社がそれぞれ、この
固有のデータフォーマットでクラウドに格納されたデータにアクセスするソフトウェアプ
ログラム（例えば連絡先管理ソフトウェア）を開発し、販売することがある。そのような
ソフトウェアのあるベンダが、ユーザが補足データをその連絡先情報に追加できるように
するソフトウェアの新しい又は更新されたバージョンを作成することを望む可能性がある
。例としてソフトウェアの新しいバージョンは、ユーザが、人々の連絡先情報を好ましい
又はお気に入りとして識別できるようにする可能性がある。このような場合において、ク
ラウドストレージの所定の連絡先レコード又はデータフォーマットが、補足データの追加
を可能にするのに適用可能でないために、クラウドストレージサービスプロバイダは、こ
の補足データの格納をサポートしない可能性がある。これは、連絡先データを全て管理す
る異なるソフトウェアプログラムの多くのベンダが、同じクラウドストレージサービスを
使用する可能性があるので、連絡先データフォーマットが特定のベンダからの新たなデー
タストレージ要件に迅速に適合しないという事例であり得る。この問題が従来の状況にお
いて起こるとき、ソフトウェアの新たなバージョンは、補足データをローカルストレージ
デバイス（例えばソフトウェアの新たなバージョンのインスタンスが現在動作しており、
インストールされているユーザのデスクトップコンピュータのディスクシステム）に格納
しなければならない。この従来のアプローチによる１つの問題は、ユーザが別のコンピュ
ーティングデバイス上で同じソフトウェア（例えばユーザのモバイルデバイス上で実行中
のソフトウェアの別のインスタンス）を実行する場合、他のコンピュータシステム上で作
成された補足データが、モバイルデバイス上の同じユーザのソフトウェアの同じバージョ
ンに利用可能にならない、ということである。これは、クラウドストレージが補足データ
のストレージをサポートせず、またモバイルデバイスは、その補足データを作成するのに
ユーザが使用した他のコンピューティングデバイスのローカルディスクにアクセスする方
法がないためである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本明細書で開示される実施形態は概して、上記で検討した従来の技術の欠点を克服する
。本明細書の実施形態は、補足（ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｌ）データ（例えばクラウドス
トレージのような第三者ストレージプロバイタによって格納されるプライマリデータに対
する修正又は追加に関連付けられるデータ）を、ユーザによって操作される複数のデバイ
スによってアクセス可能な第２のリモート位置（例えばクラウドとは別に、又はクラウド
ストレージに加えて）格納する１つ又は複数の方法を含む。検討したように、補足データ
が、複数のデバイスの各々に対して利用可能であるので、異なるコンピューティングデバ
イスにおいて所与のソフトウェアアプリケーションを使用するユーザは、これらの異なる
デバイスのいずれかにおいてアプリケーションのインスタンスを実行することができ、本
明細書で開示される技術及び機構により、ソフトウェアのこれらの別個のインスタンスに
、クラウドによって格納されるデータに加え、第２のストレージ位置（例えば複数のユー
ザコンピューティングデバイスに対してアクセス可能であって、補足データの格納をサポ
ートする、第２のクラウドストレージエリア又は企業のサーバ）に格納される補足データ
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を提供することが可能になる。
【０００７】
　一例において、ユーザは、ネットワーク内の第１のコンピューティングデバイス上でア
プリケーションの第１のインスタンスを実行する。第１のインスタンスは、ユーザが個々
の人々の連絡先データを管理できるようにする、連絡先管理ソフトウェアプログラムであ
ると想定する。アプリケーションの第１のインスタンスにより、ユーザはプライマリ・ア
プリケーションデータを第１のサーバから取得する。このプライマリ・アプリケーション
データは、例えば所与のクラウドストレージベンダによって操作される（第１のサーバに
よって格納される）クラウドストレージに必要な、予め定義された又は固定のデータフォ
ーマットで格納されたデータであり得る。アプリケーションの第１のインスタンスの使用
の間に、ユーザは、第１のインスタンスを操作して、プライマリ・アプリケーションデー
タに関連付ける補足アプリケーションデータを生成することができる。例えばユーザは、
プライマリ・アプリケーションデータ内において、お気に入りの連絡先を識別することが
可能になる連絡先管理ソフトウェアの新たなバージョンを購入することがある。プライマ
リ・アプリケーションデータを所与のデータフォーマットで格納する第１のサーバ又は第
１のサービスプロバイダ（例えばクラウドストレージベンダによって操作されるクラウド
コンピューティング環境）は、クラウドストレージデータのフォーマットが補足データの
格納に対応していないために、補足アプリケーションデータの格納をサポートすることが
できない可能性がある。この問題を克服するために、アプリケーションの第１のインスタ
ンスは、（例えばユーザから）補足アプリケーションデータを受信し、この補足アプリケ
ーションデータをプライマリ・アプリケーションデータに関連付ける。例えば一実施形態
に置いて、補足アプリケーションデータをプライマリ・アプリケーションデータに関連付
けるために、アプリケーションの第１のインスタンスは、一意の識別子（例えばハッシュ
値）をプライマリ・アプリケーションデータの少なくとも一部に基づいて計算する。特定
の実施形態において、一意の識別子の値を生成することは、ハッシュ関数をプライマリ・
アプリケーションデータの少なくとも一部に適用して一意の識別子の値を生成することを
含むことができる。他の例では、一意の識別子内に、アプリケーションの第１のインスタ
ンスを操作しているユーザに関連付けられるユーザ識別情報のハッシュを含める。アプリ
ケーションの他のインスタンスは、一意の識別子の値、並びに補足アプリケーションデー
タを、補足アプリケーションデータの後の取得のために第２のサーバに転送する。第２の
サーバは、例えばクラウドストレージとは異なるが、（連絡先管理ソフトウェアプログラ
ムの独立のインスタンスをそれぞれ実行する）ユーザの様々なコンピューティングデバイ
スからアクセス可能な企業のイントラネットにおけるストレージを提供するサーバとする
ことができる。第２のサーバは、一意の識別子により、ユーザのデバイス上のアプリケー
ションの１つ又は複数の他のインスタンスのいずれかによる補足アプリケーションデータ
の後の取得を可能にし、したがって、クラウドストレージ（すなわち第１のサーバ）が補
足データの格納をサポートしていないとしても、各デバイスにおけるユーザエクスペリエ
ンスが、補足データに対するアクセスを含むことが可能になる。
【０００８】
　例示的な実施形態の更なる詳細は、以下で、図面並びに詳細な説明及び特許請求の範囲
を参照しながら提供される。例示的な実施形態の予備的な議論は、いかなる実施形態を指
定するものではなく、及び／又は本開示又は特許請求に係る発明の新規な態様を付加的に
指定するものではない。代わりに、この簡単な説明は単に、一般的な実施形態及び従来の
技術に対する新規性の対応するポイントを提示するものである。本発明の更なる詳細及び
／又は可能な観点（置換）、及び新規性の更なるポイントについて、読み手を、以下で更
に検討されるような、以下の「発明を実施するための形態」というセクション、及び本開
示の対応する図面に向ける。異なる実施形態に関連する追加の詳細を提供することに加え
て、以下の「発明を実施するための形態」は、諸実施形態の更なる要約を含む。したがっ
て、この簡単な説明は、本発明の範囲及び／又は添付の特許請求の範囲を限定するもので
はない。
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【０００９】
　本発明の上述及び他の目的、特徴及び利点は、添付の図面において説明されるような以
下の本明細書における好ましい形態のより具体的な説明から明らかになるであろう。図面
においては、同様の参照番号が、異なる図における同じ部分を指す。図面は必ずしも、実
施形態、原理、概念等を示すものを強調してスケーリングされていはいない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本明細書における実施形態に従って、アプリケーションの第１のインスタンスが
、第２のサーバにおいて補足アプリケーションデータを生成及び後続の格納を開始するネ
ットワーク環境を示す例示的な図である。
【図２】本明細書における実施形態に従って、アプリケーションの第１のインスタンスが
、第２のサーバにおける補足アプリケーションデータに対する後続のインデックス化のた
めに一意の識別子の値を生成するネットワーク環境を示す例示的な図である。
【図３】本明細書における実施形態に従って、アプリケーションの第２のインスタンスが
、第２のサーバからの記憶済みアプリケーションデータの取得を開始するネットワーク環
境を示す例示的な図である。
【図４】本明細書における実施形態に従って、アプリケーションの第２のインスタンスが
、一意の識別子の値を使用して第２のサーバからの記憶済みアプリケーションデータの取
得を開始するネットワーク環境を示す例示的な図である。
【図５】本明細書における実施形態に従って、プライマリ・アプリケーションデータと補
足アプリケーションデータとをマッピングする一意の識別子の値の使用を示す例示的な図
である。
【図６】本明細書における実施形態に従って、グラフィカルユーザインタフェースに情報
を表示するアプリケーションインスタンスによるプライマリ・アプリケーションデータと
補足アプリケーションデータとの使用を示す例示的な図である。
【図７】本明細書における実施形態に従って、アプリケーションのインスタンスを実装す
る例示的なコンピュータアーキテクチャを示す例示的な図である。
【図８】本明細書における実施形態に従って、対応する補足アプリケーションデータの後
の取得のために一意の識別子の値を生成する例示的な方法を示すフローチャートである。
【図９】本明細書における実施形態に従って、対応する補足アプリケーションデータの後
の取得のために、取得されたプライマリ・アプリケーションデータに基づく一意の識別子
の値の生成を示す例示的な図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本明細書で開示される例示的な実施形態は、異なるコンピューティングデバイス上であ
るソフトウェアアプリケーションの複数のインスタンス（例えばラップトップコンピュー
タ、デスクトップコンピュータ及びモバイルデバイス上で同じプログラム）を使用するユ
ーザが、これらのアプリケーションインスタンスによって作成された全てのデータに対す
るアクセスを有することができるようにする機構を提供する。このシステムは、アプリケ
ーションによって作成され、格納されたデータ（すなわちプライマリデータ）の一部が、
例えば制限された又は所定のデータフォーマットを有する第三者ベンダによって操作され
得るクラウドストレージに格納される状況に対応する。アプリケーションにより、ユーザ
が補足データを作成することができる場合（例えばアプリケーションの新たなバージョン
が、データフォーマットの制限があるクラウドストレージでは格納することができない補
足的なユーザデータのストレージを必要とする向上したユーザ機能のために提供される可
能性がある）、本明細書で開示される機構は、そのようなアプリケーションが、この補足
データを第２のストレージサービスプロバイダによって提供される第２のストレージ（例
えばユーザのコンピューティングデバイスがアクセスを有する企業のイントラネットによ
って操作される非クラウドのストレージ）に格納する。
【００１２】
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　一実施形態によると、アプリケーションのプライマリデータを、クラウドコンピューテ
ィング環境内でリモートに配置される第１のストレージサービスプロバイダで格納するこ
とができる。本明細書で使用されるとき、プライマリデータという用語は、アプリケーシ
ョンが、例えばクラウドサーバであり得る第１のサーバ上の第１のサービスプロバイダ内
に格納することができるデータを含む。アプリケーションのユーザは、プライマリデータ
を、第１のストレージサービスプロバイダによってサポートされない方法で修正したいこ
とがある。そのような修正、追加又は同様のものを、本明細書では、第１のストレージサ
ービスプロバイダによって操作される第１のサーバ内に格納することができない（すなわ
ち、例えばクラウドストレージが、そのデータフォーマット又はレコードフォーマットの
補足データを提供していないために、クラウド内に格納することができない）補足データ
と称する。言い換えると、第１のストレージサービスプロバイダは、ユーザがプライマリ
データに対して行いたいと思う変更及び／又は追加（補足データ）であって、ユーザのコ
ンピューティングデバイスの全てにおいてアクセス可能であることが望まれる変更及び／
又は追加（補足データ）の格納をサポートしないことがある。従来の解決策は、補足デー
タをユーザのデバイスにローカルに格納することである。しかしながら、このような従来
の解決策では、ユーザは、この補足データに対するアクセスを有していても、アプリケー
ションを複数のデバイス上で使用することができないであろう（又はそのように使用する
ことはユーザにとって困難であろう）。これは、ユーザがあるデバイスから別のデバイス
に移り、全てのデバイスにおいて全てのデータ、変更及び追加が利用可能であることを期
待するときに問題となる。
【００１３】
　全てのデータに対するアクセスを有しているが、単一のコンピューティングデバイスの
みでしかアプリケーションを実行することができない、という制限からユーザを解放する
ために、本明細書における構成は、修正データ（例えばプライマリ・アプリケーションデ
ータに関連付けられる編集又は追加のような補足アプリケーションデータ）を、ネットワ
ーク接続上の第２のストレージサービスプロバイダに格納する機構及び技術を提供する。
本明細書で開示されるシステムを使用して、異なるコンピュータデバイス上で実行するア
プリケーションの異なるインスタンスは、プライマリデータを第１のストレージサービス
プロバイダから（例えば第三者ベンダによって操作されるクラウドから）取得するととも
に、補足アプリケーションデータを第２のストレージサービスプロバイダ（例えばソフト
ウェアのユーザの雇用者によって操作される企業のイントラネットサーバ）から取得する
ことができる。したがって、各ユーザは、アプリケーションのインスタンスを単一のマシ
ン上でのみ実行することに制限されず、複数のユーザコンピューティングデバイスにおい
てプライマリデータと補足データの双方に対するアクセスを得ることができる。
【００１４】
　図１は、本明細書の実施形態に従って、アプリケーションの第１のインスタンスが第２
のサーバにおいて補足アプリケーションデータを生成して格納するネットワーク環境を示
す例示的な図である。
【００１５】
　この例において、ネットワーク環境１００は、複数のストレージサービスプロバイダ１
２０（例えばストレージサービスプロバイダ１２０－１、ストレージサービスプロバイダ
１２０－２等）及びネットワーク１９０を含む。ストレージサービスプロバイダ１２０－
１は、サーバ１１０－１と、データを格納するそれぞれのリポジトリ１８０－１とを含む
。ストレージサービスプロバイダ１２０－１は、この例において、所与のクラウドサービ
スプロバイダによって操作されるクラウドストレージサービスとすることができる。スト
レージサービスプロバイダ１２０－２は、サーバ１１０－２と、データを格納するそれぞ
れのリポジトリ１８０－２とを含む。ストレージサービスプロバイダ１２０－２は、この
例において企業のイントラネットとすることができる。ストレージサービスプロバイダ１
２０は、同じエンティティ、企業又は組織であっても異なるエンティティ、企業又は組織
であってもよいことが理解されよう。
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【００１６】
　ネットワーク１９０は、インターネット、携帯電話ネットワーク等のようなリソースを
含むことができ、同じユーザ又は異なるユーザによって操作され得る１つ又は複数のコン
ピュータデバイス１１５を更に含むことができる。
【００１７】
　コンピュータデバイス１１５はそれぞれ、１又は複数のユーザのために、アプリケーシ
ョン１４０のインスタンスを実行することができる。この例において、コンピュータデバ
イス１１５－１はアプリケーションインスタンス１４０－１を実行し、コンピュータデバ
イス１１５－２はアプリケーションインスタンス１４０－２を実行する。更なる実施形態
によると、同じコンピュータデバイスを使用して異なるアプリケーションインスタンス１
４０を実行することができる。アプリケーションインスタンス１４０－１及び１４０－２
を、同時にも異なる時にも実行することができる。この例において、ストレージサービス
プロバイダ１２０－１は、インターネットのような公衆ネットワークを介してアクセス可
能な、第三者クラウドストレージサービス（第１のストレージサービスプロバイダ）によ
って操作されるクラウドストレージシステムとすることができる。これに対して、ストレ
ージサービスプロバイダ１２０－２はこの例において、アプリケーションインスタンス１
４０の許可されたユーザからのみアクセス可能な企業のイントラネット内で利用可能なス
トレージとすることができる。アプリケーションインスタンス１４０－１及び１４０－２
のユーザは、第２のサーバ１１０－２を操作し、及び／又は第２のサーバ１１０－２への
アクセスを制御する、会社（例えば第２のストレージサービスプロバイダ１２０－２）の
従業員とすることができる。
【００１８】
　概して、添付の図面及び本明細書の説明において検討されるように、実行中にアプリケ
ーションインスタンス１４０－１は、クライアントデバイス上で動作し、サーバ１１０－
１と通信して、プライマリ・アプリケーションデータ（プライマリデータとも称する）の
ストレージをリポジトリ１８０－１（例えば固有の所定のデータフォーマットを必要とす
るか、固有の所定のデータフォーマットによって制限され得るクラウド内のデータのスト
レージ）内に生成して開始する。また、この例では、コンピュータデバイス１１５－１の
ユーザが、補足データ２５０－１（補足アプリケーションデータとも称する）を生成する
と想定する。補足データ２５０－１は、ユーザがアプリケーション１４０のインスタンス
を操作することから生成され得る。補足データ２５０－１の例には、ユーザがユーザの連
絡先リストの所与の連絡先についてのお気に入りの指示を提供することが含まれる。この
例は限定を意味するものではない。補足データ２５０－１は、アプリケーション１４０（
インスタンス１４０－１又は１４０－２のいずれか）によって作成される任意のデータで
あり、このデータを、第１のストレージサービスプロバイダ１２０－１によって操作され
る第１のサーバ１１０－１により、プライマリ・アプリケーションデータ２１０－１と一
緒に格納することはできない。補足データ２５０－１をプライマリデータ２１０－１とと
もに格納することができない多くの理由が存在し得る。例えばデータフォーマット、レコ
ードフォーマット、プロトコル、データタイプ、サイズ、セキュリティ要件又は補足アプ
リケーションデータ２５０－１の他の態様若しくは特性が技術的にサポートされないか、
互換性がなく、又はストレージサーバプロバイダ１２０－１による格納が許可されないと
いう、１つ又複数の状況が含まれる。
【００１９】
　例として、ストレージサービスプロバイダ１２０－１は、補足データ２５０－１のよう
な特定のタイプのデータをリポジトリ１８０－１内に格納しないように構成され得る。こ
れは、プライマリデータ２１０－１を格納するのに必要なデータ又はレコードフォーマッ
トが、補足データを含むようにクラウドストレージにおいて（すなわち、第１のストレー
ジサービスプロバイダ１２０－１によって格納されるデータによって）拡張可能ではない
ためである。多くのエンティティが、第１のストレージサービスプロバイダによって提供
されるクラウドストレージを使用してデータを格納する異なるソフトウェアアプリケーシ
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ョンを有しており、クラウドストレージデータフォーマットが頻繁に更新されない場合に
、この状況が存在し得る。対照的に、アプリケーション１４０のソフトウェアベンダは、
ユーザが、アプリケーションの以前のバージョン又はリリースでは提示されなかった付加
的な情報を追加すること（例えば所与の連絡先をお気に入りの連絡先として識別すること
）を可能にするアプリケーションの新たなバージョンをリリースすることがある。この例
において、この新たなお気に入りの連絡先情報は、第１のストレージサービスプロバイダ
１２０－１によって格納がサポートされない補足データ２５０－１である。本明細書で説
明されるようなサーバ１１０－２との通信を介して、アプリケーションインスタンス１４
０－１は、リポジトリ１８０－２内への補足データの格納を開始する。
【００２０】
　したがって、アプリケーションデータの一部を、ネットワーク環境１００内の複数の異
なる位置に格納することができる。例えばアプリケーションデータの第１の部分をリポジ
トリ１８０－１に格納し、アプリケーションデータの第２の部分をリポジトリ１８０－２
に格納すること等ができる。本明細書で開示されるシステムは、異なるデバイス１１５上
で動作するアプリケーション１４０の複数のインスタンスが、利用可能な補足アプリケー
ションデータが存在する（すなわち、第２の位置１２０－２、１８０－２に格納されてい
る）という状況を識別できるようにし、アプリケーションのプライマリストレージサービ
スプロバイダ１２０－１（例えばクラウドストレージ環境）に関連付けられたデータフォ
ーマット、プロトコル、ストレージ機構に対する修正を必要とせずに、この補足データへ
のアクセス（読み取り、書き込み、更新）を可能にする。システムは、例えばソフトウェ
アアプリケーション１４０が最初に、データ（プライマリデータと呼ばれる）をクラウド
ストレージに格納するように動作可能な所定のデータフォーマットへのアクセスを可能に
する第１のバージョンでリリースされるときに生じる問題を克服する。アプリケーション
１４０は次いで、新たなリリースにおいて、ユーザが、補足データ２５０－１と呼ばれる
追加のデータを作成、格納及び／又は更新するのを可能にするように修正され得る。クラ
ウドストレージは、データタイプ、ストレージフォーマット等の修正を許可しない第三者
ストレージサービスによって提供される可能性がある。具体的な例として、第１のストレ
ージサービスプロバイダ１２０－１は、この補足データ２５０－１の格納をサポートする
ようクラウドストレージデータフォーマットを更新しない可能性がある。本明細書で開示
されるシステムは、第２のサーバ１１０－２を使用してこの補足データ２５０－１を格納
することにより、補足データ２５０－１の格納及び補足データ２５０－１へのアクセスを
可能にする。このようにして、システムは、アプリケーション１４０が修正されるが、依
然としてプライマリ・アプリケーションデータの格納にクラウドストレージ（例えば１２
０－１）を使用し、一方、第２のストレージサービスプロバイダ、すなわち補足ストレー
ジサービスプロバイダ１２０－２が追加の補足データ２５０－１を格納できるようにする
。システムは更に、所与のユーザが異なるコンピュータシステム（例えばラップトップ、
デスクトップ及びモバイルデバイス）で操作することができるアプリケーション１４０の
異なるインスタンスが、プライマリ・アプリケーションデータと補足アプリケーションデ
ータの双方の存在を全て識別できるようにし、そのユーザが、これらの２つのデータのセ
ットにアクセスすることを可能にする。
【００２１】
　図２は、本明細書で説明される実施形態に従って、アプリケーションの第１のインスタ
ンスが補足アプリケーションデータにインデックス付けをするための一意の識別子の値を
生成するネットワーク環境を示す例示的な図である。
【００２２】
　例えばユーザは、図示されるようにアプリケーションインスタンス１４０－１を第１の
コンピュータデバイス１１５－１上で実行する。アプリケーションインスタンス１４０－
１により、ユーザは、ストレージサービスプロバイダ１２０－１のサーバ１１０－１との
通信を介してプライマリ・アプリケーションデータ２１０－１を取得する。ユーザは入力
をアプリケーションインスタンス１４０－１に提供して、プライマリ・アプリケーション
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データ２１０－１を、グラフィカルユーザインタフェースに情報を表示する等の任意の適
切な目的に使用する。
【００２３】
　プライマリ・アプリケーションデータ２１０－１が、まだリポジトリ１８０－１に格納
されていない場合、ユーザは入力をアプリケーションインスタンス１４０－１に提供して
、プライマリ・アプリケーションデータを作成し、リポジトリ１８０－１に格納すること
ができることに留意されたい。
【００２４】
　この例において、アプリケーションインスタンス１４０－１の使用中に、ユーザは、リ
ポジトリ１８０－１に格納されるプライマリ・アプリケーションデータ２１０－１につい
て補足アプリケーションデータ２５０－１を生成する。補足アプリケーションデータ２５
０－１は、プライマリ・アプリケーションデータ２１０－１に対する強調、修正、編集、
追加の情報等を示すことができる。したがって、補足アプリケーションデータ２５０－１
を、何らかの方法でプライマリ・アプリケーションデータ２１０－１に関連付けることが
できる。非限定的な例として、本明細書において後述されるように、プライマリ・アプリ
ケーションデータ２１０は、ユーザがネットワーク環境内で１又は複数の他の人と通信で
きるようにする連絡先情報とすることができる。
【００２５】
　説明されるように、この例において、プライマリ・アプリケーションデータ２１０－１
を格納するストレージサービスプロバイダ１２０－１とサーバ１１０－１は、ユーザによ
って生成される補足アプリケーションデータ２５０－１の格納をサポートすることができ
ないことを想定している。本明細書の実施形態によると、アプリケーションインスタンス
１４０－１は、コンピュータデバイス１１５－１のユーザから入力されたアプリケーショ
ンデータ２５０－１を受信する。本明細書で説明されるように、コンピュータデバイス１
１５－１で実行されているアプリケーション１４０は、補足アプリケーションデータ２５
０－１をプライマリ・アプリケーションデータ２１０－１に関連付ける。例えば一実施形
態において、補足アプリケーションデータ２５０－１をプライマリ・アプリケーションデ
ータ２１０－１に関連付けるために、アプリケーションインスタンス１４０－１は処理関
数２２５を使用して、例えばプライマリ・アプリケーションデータ２１０－１の少なくと
も一部に基づいて一意の識別子の値を計算する。特定の実施形態において、処理関数２２
５は、アプリケーションの第１のインスタンスを操作しているユーザのユーザ識別情報と
組み合わせて、ハッシュ関数をプライマリ・アプリケーションデータ２１０－１の少なく
とも一部に適用することによって、一意の識別子の値２３０－１を生成する。これは、補
足アプリケーションデータについて一意の識別子の値を生成し、別のデバイス上のアプリ
ケーションの第２のインスタンスのユーザによる補足アプリケーションデータへのアクセ
スを可能にする。この手法において、ユーザが異なるデバイスにおいて同じソフトウェア
を操作しているとき、補足アプリケーションデータは各インスタンスに対して利用可能と
なる。
【００２６】
　アプリケーションインスタンス１４０－１は、一意の識別子の値２３０－１をサーバ１
１０－２に転送する。アプリケーションインスタンス１４０－１は、リポジトリ１８０－
２への格納のために、補足アプリケーションデータ２５０－１も第２のストレージサービ
スプロバイダ１２０－２に転送する。一意の識別子２３０－１及び補足アプリケーション
データ２５０－１は、別個に又は単一のレコードで一緒に第２のストレージサービスプロ
バイダに送信されてよい。一実施形態において、ストレージサービスプロバイダ１２０－
２は、ＵＩＶ２３０－１のエントリと補足アプリケーションデータ２５０－１へのポイン
タとをマップ２６０に含めることによって、一意の識別子の値（ＵＩＶ：ｕｎｉｑｕｅ　
ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ　ｖａｌｕｅ）２３０－１を補足アプリケーションデータ２５０－
１に関連付ける。
【００２７】
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　一実施形態において、マップ２６０内のＵＩＶ２３０－１は、補足アプリケーションデ
ータ２５０－１へのインデックスとして機能する。例えば検討されるように、アプリケー
ションインスタンス１４０－１は、ストレージサービスプロバイダ１２０－１が補足アプ
リケーションデータ２５０－１を格納するのに使用可能でないか、補足アプリケーション
データ２５０－１を格納するように構成されないため、ストレージサービスプロバイダ１
２０－２のリポジトリ１８０－２内への補足アプリケーションデータ２５０－１の格納を
開始する。
【００２８】
　上記で検討したように、アプリケーションインスタンス１４０－１はまた、ストレージ
サービスプロバイダ１２０－２に、一意の識別子の値２３０－１が補足アプリケーション
データ２５０－１に対応することを通知する。したがって、一実施形態において、アプリ
ケーションインスタンス１４０－１は、ＵＩＶ２３０をマップ２６０内のインデックスエ
ントリとして効果的に生成する。例えばマップ２６０内のエントリは、ＵＩＶ２３０－１
を、リポジトリ１８０－２内に格納された補足アプリケーションデータ２５０－１へのポ
インタに関連付ける。
【００２９】
　ストレージサービスプロバイダ１２０－２のサーバ１１０－２は、ネットワーク環境１
００において動作するアプリケーション１４０の１つ又は複数の他のインスタンスのいず
れかによる、補足アプリケーションデータ２５０－１の後の取得を可能にする。一般に、
及び以下でより詳細に説明されるように、これは、実行時に、アプリケーション１４０の
任意のインスタンスを有し、プライマリ・アプリケーションデータ２１０－１の取得され
たセットについてＵＩＶの値を計算し、次いでこのＵＩＶの値を補足アプリケーションデ
ータサーバ１１０－２に伝送することによって行われる。サーバ１１０－２は、ＵＩＶを
使用してマップ１６０を確認し、いずれかの補足アプリケーションデータ２５０－１が存
在するかどうかを判断することができる。
【００３０】
　所与のユーザは、第１の時点においてアプリケーションインスタンス１４０－１を実行
することがある。この所与のユーザが、後でアプリケーションインスタンス１４０－２を
実行することがある。ストレージサービスプロバイダ１２０へのアクセスを介して、この
所与のユーザは（例えば補足アプリケーションデータにより）変更をストレージサービス
プロバイダ１２０－２に保存し、これらの変更を後で、同じ又は異なるコンピュータデバ
イス上で実行されるアプリケーション１４０のインスタンスを使用して取得することがで
きる。
【００３１】
　図３は、ＵＩＶ２３０を使用する本明細書の実施形態に従って、アプリケーションの第
２のインスタンスを操作するユーザが、第２のサーバから、格納された補足アプリケーシ
ョンデータの取得を開始するネットワーク環境を示す例示的な図である。
【００３２】
　示されているように、アプリケーションインスタンス１４０－２は、ストレージサービ
スプロバイダ１２０－１と通信して、リポジトリ１８０－１に格納されたプライマリデー
タを取得する。アプリケーションインスタンス１４０－２は、ＵＩＶ１３０を生成し、Ｕ
ＩＶ１３０をストレージサービスプロバイダ１２０－２に通信して、補足データをリポジ
トリ１８０－２から取得する。言及したように、及び以下で更に検討したように、補足ア
プリケーションデータを格納し、ＵＩＶを使用してストレージサービスプロバイダ１２０
－２から取得する能力により、１又は複数のユーザは、データを失うことなく、またデー
タをコンピュータデバイスにローカルに格納する必要なく、アプリケーション１４０のイ
ンスタンスをネットワーク環境１００内の任意の位置のコンピュータデバイスから実行す
ることが可能になる。
【００３３】
　図４は、本明細書の実施形態に従って、アプリケーションの第２のインスタンスが一意
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の識別子の値を使用して、第２のサーバから、格納された補足アプリケーションデータの
取得を開始するネットワーク環境を示す例示的な図である。
【００３４】
　この例では、ネットワーク環境１００内のユーザが、（図１の）１１５のようなそれぞ
れのコンピュータデバイス上でアプリケーションインスタンス１４０－２の実行を開始す
ると想定する。
【００３５】
　アプリケーションインスタンス１４０－２は、ユーザによる閲覧のためにグラフィカル
ユーザインタフェースを表示する。グラフィカルユーザインタフェースに対する入力によ
り、ユーザは、リポジトリ１８０－１及びリポジトリ１８０－２のいずれか又は双方に格
納されることになった、アプリケーション１４０に関連付けられた（プライマリ又は補足
のいずれか）データを閲覧することを要求することができる。
【００３６】
　この例では、アプリケーションインスタンス１４０－２のユーザが、グラフィカルユー
ザインタフェースを操作して、少なくともリポジトリ１８０－１からのプライマリ・アプ
リケーションデータ２１０－１の取得を求める情報を表示することを想定する。入力に応
答して、アプリケーションインスタンス１４０－２は、プライマリ・アプリケーションデ
ータ２１０－１をストレージサービスプロバイダ１２０－１から取得する。以下で検討さ
れるように、アプリケーションインスタンス１４０－２のグラフィカルユーザインタフェ
ースは、ユーザによって、アプリケーションインスタンス１４０－２に補足アプリケーシ
ョンデータ２５０－１を取得するように求める手法で操作される可能性がある（例えばユ
ーザはお気に入りの連絡先を見るように要求する）。
【００３７】
　この例において、ストレージサービスプロバイダ１２０－１のサーバ１１０－１は、補
足アプリケーションデータ２５０－１をリポジトリ１８０－１に格納することができない
ことを思い出されたい（例えば補足データ２５０－１はクラウドストレージシステムに格
納可能ではない）。非限定的な例として、補足アプリケーションデータ２５０－１は、グ
ラフィカルユーザインタフェース上にデータを表示するときに、適用すべき特別な特徴を
指示すことがあり、プロバイダ１２０－１によって提供されるクラウドストレージシステ
ムのデータ、レコードフォーマット、プロトコル又は他の動作が、この補足データ２５０
－１の格納をサポートしない。
【００３８】
　一実施形態において、アプリケーションインスタンス１４０－２は、サーバ１１０－２
に対して、修正、すなわち補足アプリケーションデータが、ストレージサービスプロバイ
ダ１２０－２からの取得に利用可能であるかどうかを確認するクエリを実行する。以下で
説明されるように、このことは、プライマリデータ２１０－１に対するＵＩＶ１３０を計
算し、このＵＩＶ値を第２の（補足）ストレージサービスプロバイダ１２０－２に送信す
ることによって行われる。プライマリ・アプリケーションデータ２１０－１に利用可能な
補足アプリケーションデータが存在する場合、アプリケーションインスタンスは、ストレ
ージサービスプロバイダ１２０－２からそのようなデータの取得を開始する。
【００３９】
　補足アプリケーションデータ２５０－１を取得するため、プライマリ・アプリケーショ
ンデータ２１０－１のコピーの取得に続いて、アプリケーションインスタンス１４０－２
は、一意の識別子の値（アプリケーションインスタンス１４０－１によって以前に生成さ
れたのと同じＵＩＶ）を、サーバ１１０－１から取得されるプライマリ・アプリケーショ
ンデータ２１０－１の処理（すなわち取得）に少なくとも部分的に基づいて生成する。例
えば一実施形態において、アプリケーションインスタンス１４０－２は、ハッシュ関数の
ような処理関数２２５をプライマリ・アプリケーションデータ２１０－１の少なくとも一
部に適用して、一意の識別子の値２３０－１を生成する。ハッシュ関数は、プライマリ・
アプリケーションデータ２１０－１のある部分又は複数の異なる部分又は全てをハッシュ
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して、ＵＩＶ１３０－１を得ることを含むことができる。ユーザの識別情報をこのハッシ
ュに含めることができ、そのユーザのために、そのアプリケーションについて（すなわち
、そのバージョンの）補足アプリケーションデータ２５０の特定の適切なセットを関連付
けるのに使用することができるＵＩＶ２３０－１を生成することができる。
【００４０】
　一実施形態において、処理関数２２５は、補足アプリケーションデータを最初に生成し
たときに、第１のアプリケーションインスタンス１４０－１によって一意の識別子の値２
３０－１を生成するのに使用された処理関数と同じ処理関数である。
【００４１】
　この例において、アプリケーションインスタンス１４０－１がプライマリ・アプリケー
ションデータ２１０－１をリポジトリ１８０－１に格納してから、プライマリ・アプリケ
ーションデータ２１０－１は変化していないと想定すると、アプリケーションインスタン
ス１４０－２の処理関数２２５は、ストレージサービスプロバイダ１２０－２内で補足ア
プリケーションデータ２５０－１の格納を開始したときにアプリケーションインスタンス
１４０が生成したものと同じインデックス値を生成する。
【００４２】
　例えばアプリケーションインスタンス１４０－２は、プライマリ・アプリケーションデ
ータ２１０－１に基づいて一意の識別子の値２３０－１を生成する。この例において、ア
プリケーションインスタンス１４０－２によって生成される一意の識別子の値２３０－１
は、アプリケーションインスタンス１４０－１によって生成される一意の識別子の値２３
０－１と同じである。というのも、アプリケーション１４０の両インスタンスは、同じ処
理関数を同じプライマリ・アプリケーションデータ２１０－１に適用するからである。
【００４３】
　アプリケーションインスタンス１４０－２は、ここで生成された一意の識別子の値２３
０－１を、補足アプリケーションデータを識別してストレージサービスプロバイダ１２０
－２から取得するためのインデックスとして使用する。例えばアプリケーションインスタ
ンス１４０－２は、生成された一意の識別子の値２３０－１をサーバ１１０－２に転送す
ることによって、補足アプリケーションデータ２５０－１の取得を開始する。サーバ１１
０－２は、一意の識別子の値２３０－１を、補足アプリケーションデータ２５０－１が格
納されているリポジトリ１８０－２内の位置にマップする。
【００４４】
　サーバ１１０－２は、補足アプリケーションデータ２５０－１をリポジトリから取得し
て、アプリケーションインスタンス１４０－２に転送する。アプリケーションインスタン
ス１４０－２は、したがって補足アプリケーションデータ２５０－１をサーバ１１０－２
から受信する。
【００４５】
　一実施形態において、アプリケーションインスタンス１４０－２は、取得したプライマ
リ・アプリケーションデータ２１０－１を用いてプライマリ設定情報を識別する。アプリ
ケーションインスタンス１４０－２は、取得した補足アプリケーションデータ２５０－１
を使用して、プライマリ・アプリケーションデータ２１０－１によって指定されるような
プライマリ設定に対する修正を識別する。
【００４６】
　この手法では、実行される同じアプリケーションの複数の異なるアプリケーションイン
スタンスはそれぞれ、クラウド内の１つ又は複数の異なる位置に格納されたアプリケーシ
ョンデータにアクセスすることができる。これにより、アプリケーションの利用を潜在的
に制限することとなる、アプリケーションデータを単一のコンピューティングデバイスへ
のローカルに格納する必要性がなくなる。
【００４７】
　説明されるように、プライマリ・アプリケーションデータ２１０－１及び対応する補足
アプリケーションデータ２５０－１は、アドレス帳アプリケーションで使用される連絡先
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情報とすることができる。そのような実施形態において、ユーザが、ネットワーク環境１
００内に配置されたストレージサービスプロバイダ１２０－１にアプリケーションデータ
を書き戻すことができないアクション、コマンド等を開始するとき、アプリケーションイ
ンスタンス１４０－１は、一意の識別子の値２３０－１（例えばインデックス値、ハッシ
ュに基づく鍵等）をプライマリ・アプリケーションデータ２１０－１のプロパティ（例え
ば特定の連絡先情報）に基づいて作成する。アプリケーションインスタンス１４０－１は
、一意の識別子の値２３０－１を鍵又はインデックス値として使用して、鍵によって識別
される追加の連絡先情報のみを格納する。例えば一実施形態において、クライアントすな
わちアプリケーションインスタンス１４０－１はその後、一意の識別子の値２３０－１を
ストレージサービスプロバイダ１２０－２に送信する。サーバ１１０－２は、一意の識別
子の値（例えば鍵、インデックス値、ハッシュ値等）を格納し、補足アプリケーションデ
ータ２５０－１を（本明細書で開示される機構を介して）アドレス帳及びそれぞれのアプ
リケーションデータへのアクセスを有する任意のクライアント（例えばネットワーク環境
１００内のアプリケーションインスタンス１４０）に提供できるようにする。
【００４８】
　一実施形態において、アプリケーションインスタンス１４０－２が同期を試みるとき、
アプリケーションインスタンス１４０－２は、ストレージサービスプロバイダ１２０－１
に格納され、ストレージサービスプロバイダ１２０－１から取得されるプライマリ・アプ
リケーションデータによって指定されるように、連絡先の各々に対して一意の識別子の値
を生成する。アプリケーションインスタンス１４０－２は一意の識別子の値をサーバ１１
０－２に転送し、補足データが、それぞれの各連絡先に利用可能かどうかを確認する。補
足データが利用可能である場合、サーバ１２０－２は、適切なアプリケーションデータを
アプリケーションインスタンス１４０－２に転送する。アドレス帳の連絡先ごとに、プラ
イマリ・アプリケーションデータ及び補足アプリケーションデータを取得することにより
、アプリケーションインスタンス１４０－２を正確に同期させることができる。
【００４９】
　ある場合において、リポジトリ１８０－１内に格納されたプライマリデータの所与のセ
ットについて、いずれの補足アプリケーションデータも存在しない可能性がある。そのよ
うな状況では、アプリケーションインスタンス１４０－２は、ストレージサービスプロバ
イダ１２０－１から取得されたプライマリ・アプリケーションデータのみを使用して、対
応する情報の表示をグラフィカルユーザインタフェース内で開始する。
【００５０】
　図５は、本明細書における実施形態に従って、プライマリ・アプリケーションデータを
補足アプリケーションデータとマップするための一意の識別子の値の使用を示す例示的な
図である。
【００５１】
　上記で検討したように、それぞれのアプリケーション１４０のユーザは、ストレージサ
ービスプロバイダ１２０－１のリポジトリ１８０－１への複数のセットのプライマリ・ア
プリケーションデータ２１０（例えばプライマリ・アプリケーションデータ２１０－１、
プライマリ・アプリケーションデータ２１０－２、プライマリ・アプリケーションデータ
２１０－３等）の格納を開始する。説明されるように、非限定的な例として、プライマリ
・アプリケーションデータは連絡先情報である。
【００５２】
　上記で検討したように、それぞれのユーザは、補足アプリケーションデータの生成を通
じてプライマリ・アプリケーションデータを修正することができる。この例において、ユ
ーザは補足アプリケーションデータ２５０－１を生成する。
【００５３】
　上記で検討したような手法では、それぞれのアプリケーションインスタンス１４０－１
が、一意の識別子の値２３０－１を生成し、ストレージサービスプロバイダ１２０－２に
おいて補足アプリケーションデータ２５０－１及び一意の識別子の値２３０－１の格納を
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開始する。
【００５４】
　この例において更に示されているように、ユーザは、プライマリ・アプリケーションデ
ータ２１０－３に関連付けられる補足アプリケーションデータ２５０－３を生成する。そ
れぞれのアプリケーションインスタンス１４０－１は、一意の識別子の値２３０－３を生
成し、一意の識別子の値２５０－３及び対応する補足アプリケーションデータ２５０－３
のストレージサービスプロバイダ１２０－２への格納を開始する。
【００５５】
　説明されるように、マップ２６０は、一意の識別子と、それぞれのプライマリ・アプリ
ケーションデータに対して生成された補足データとの間の関連付けを格納する。
【００５６】
　一実施形態において、ストレージサービスプロバイダ１２０－２は、複数の異なるユー
ザの各々に対して、補足データを格納することができる。そのような状況では、マップは
、識別子の値をユーザ毎にグループ化するように構成されることが可能である。例えば補
足アプリケーションデータを取得するよう要求しているアプリケーションインスタンスは
、補足アプリケーションデータの利用可能性について確認するときに、ユーザ識別子をサ
ーバ１１０－２に提供することもできる。
【００５７】
　ユーザの識別子を介して、ストレージサービスプロバイダ１２０－２は、補足アプリケ
ーションデータがユーザのためにストレージサービスプロバイダ１２０－２内に格納され
ているかどうかを識別するために、（マップ２６０内の全ての一意の識別子の値を確認す
るのではなく）マップ２６０において一意の識別子の値の対応するグループを識別して確
認する。
【００５８】
　図６は、本明細書における実施形態に従って、アプリケーションインスタンスによるプ
ライマリ・アプリケーションデータ及び補足アプリケーションデータの使用を示す例示的
な図である。
【００５９】
　この例では、それぞれのユーザによってアプリケーションインスタンス１４０－１を介
して生成されたプライマリ・アプリケーションデータが、アドレス帳内のエントリの連絡
先情報に対応すると想定する。例えばプライマリ・アプリケーションデータ２１０－１が
、Ｊｏｓｅｐｈ　Ｓｍｉｔｈなどの第１の連絡先に関連付けられる情報（例えば名前、電
子メール情報、電話情報等）を含み、プライマリ・アプリケーションデータ２１０－２が
、Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅなどの第２の連絡先に関連付けられる情報を含み、プライマリ・アプ
リケーションデータ２１０－３が、Ｄａｖｉｄ　Ｊｏｈｎｓｏｎなどの第３の連絡先に関
連付けられる情報を含むと想定する。
【００６０】
　上記で検討したように、プライマリ・アプリケーションデータ２１０を、ユーザによっ
て又は何らかの他のリソースによって作成することができる。
【００６１】
　ストレージサービスプロバイダ１２０－１は、それぞれの連絡先に関連付けられた名前
、電子メール情報、電話番号等のような特定の情報を格納することができる。なお、この
例では、アプリケーション１４０が、グラフィカルユーザインタフェースで表示されると
きに、連絡先情報内のお気に入りを示すようにテキストを太字にすることや、連絡先の近
くに表示するために付加的なテキストを追加することなどの機能性をサポートすると想定
する。
【００６２】
　上記のように、ストレージサービスプロバイダ１２０－１がそのような情報の格納をサ
ポートしないことには、いくつかの理由がある。説明されるように、アプリケーションイ
ンスタンスは、そのような状況において補足アプリケーションデータ２５０の作成を開始
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するように構成される可能性がある。例えばアプリケーションインスタンス１４０－１は
、Ｊｏｓｅｐｈ　Ｓｍｉｔｈをお気に入りとしてハイライトする選択を指示する補足アプ
リケーションデータ２５０－１を生成し、アプリケーションインスタンス１４０－１は、
エントリであるＤａｖｉｄ　Ｊｏｈｎｓｏｎについて表示すべき追加の情報（例えば会社
やタイトル情報）を指示する補足アプリケーションデータ２５０－１を生成する。アプリ
ケーションインスタンス１４０－１が開発者（例えばソフトウェアエンジニア）によって
書かれる（例えばコード化される）とき、開発者は、本明細書で開示される機構を使用し
て、プライマリデータ２１０としてプライマリストレージサービスプロバイダ１２０－１
内に格納することができない任意のデータについて、補足アプリケーションデータ２５０
を補足ストレージサービスプロバイダ１２０－２内に格納することができる。アプリケー
ションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）を、プライマリ・アプリケーションデー
タの取得、ＵＩＶの作成、ＵＩＶの通信及び補足ストレージサービスプロバイダ１２０－
２による補足アプリケーションデータの格納と取得のような、本明細書で開示される一般
的機能のために提供することができる。
【００６３】
　上記で検討した手法において、アプリケーションインスタンス１４０－１は、補足アプ
リケーションデータ及び対応する一意の識別子の値のストレージサービスプロバイダ１２
０－２への格納を開始する。
【００６４】
　異なるユーザが同じく、アプリケーションインスタンス１４０－２の実行を開始して、
ネットワーク環境１００内で連絡先情報を見るとき、アプリケーションインスタンス１４
０－２はプライマリ・アプリケーションデータの取得を開始する。プライマリ・アプリケ
ーションデータの全て又は選択された部分に対する処理関数２２５の適用により、アプリ
ケーションインスタンス１４０－２は、一意の識別子の値の生成及びそれぞれの補足アプ
リケーションデータの取得を開始する。この例において、アプリケーションインスタンス
は、補足アプリケーションデータ２５０－１、補足アプリケーションデータ２５０－３等
の取得を開始し、補足アプリケーションデータによって指定される設定を、最終的に連絡
先マネージャグラフィカルユーザインタフェース６３０内のアドレス帳に表示される連絡
先情報へと適用する。
【００６５】
　一実施形態において、アプリケーションインスタンス１４０－２は、アドレス帳に表示
されるプライマリ・アプリケーションデータの情報に対する更なる修正を開始することが
できる。そのような例において、所与のインスタンス１４０が、ストレージサービスプロ
バイダ１２０－１によって格納されるプライマリ・アプリケーションデータのセットに対
する変更を開始する場合、その所与のインスタンスは、プライマリ・アプリケーションデ
ータのセットに対する変更に基づいて新たな一意の識別子の値を生成し、更新された一意
の識別子の値を、マップ２６０内への格納のためにサーバ１１０－２に転送する。この手
法では、ＵＩＶは常に、最新のプライマリ・アプリケーションデータのセットを有する「
現在のもの（ｃｕｒｒｅｎｔ）」である。ユーザがまた、対応する補足アプリケーション
データも修正する場合、アプリケーションインスタンスは、更新された補足アプリケーシ
ョンデータも、格納及び後の取得のためにストレージサービスプロバイダ１２０－２に転
送する。したがって、プライマリ・アプリケーションデータが変更されて、補足アプリケ
ーションデータに対する任意の変更も、後の取得のために（ストレージサービスプロバイ
ダ１２０－２によって）キャプチャ及び格納されるとしても、更新された一意の識別子の
値により、別のアプリケーションインスタンスは依然として補足アプリケーションデータ
を取得することができる。
【００６６】
　図７は、本明細書における実施形態に従って、アプリケーションインスタンス１４０に
関連付けられる機能を実行するためのコンピュータシステムの例示的なブロック図である
。
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【００６７】
　コンピュータシステム７００は、サーバやクライアント等として動作する、パーソナル
コンピュータ、ワークステーション、ポータブルコンピューティングデバイス、コンソー
ル、ネットワーク端末、処理デバイス、ネットワークデバイス等のような１つ又は複数の
コンピュータ化されたデバイスを含むことができる。
【００６８】
　以下の議論は、本明細書における実施形態に従って、アプリケーションインスタンス１
４０に関連付けられる機能をどのように実行するかを示す基本的な実施形態を提供するこ
とに留意されたい。しかしながら、本明細書で説明される動作を実行するための実際の構
成は、それぞれのアプリケーションに応じて異なる可能性があることに留意すべきである
。また、サーバ１１０－１、１１０－２等をそれぞれ、コンピュータ読取可能記憶媒体、
並びに本明細書で検討される機能を実行するそれぞれの１つ又は複数のプロセッサデバイ
スなどと同様のリソースで構成することができることにも留意されたい。
【００６９】
　図示されるように、本例のコンピュータシステム７００は、デジタル情報を格納して取
得することができる非一時的なタイプのコンピュータ読取可能記憶媒体のような、コンピ
ュータ読取可能記憶媒体３１２を結合する相互接続３１１を含む。コンピュータシステム
７００は更に、プロセッサデバイス３１３、入出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース３１４及び
通信インタフェース３１７を含む。
【００７０】
　Ｉ／Ｏインタフェース３１４は、リポジトリ７８０のような入出力デバイス、及び存在
する場合にはディスプレイデバイス７３０、周辺デバイス３１６（例えばキーボード、コ
ンピュータマウス等）等のような他のデバイスとの接続性を提供する。
【００７１】
　コンピュータ読取可能記憶媒体３１２は、メモリ、光ストレージ、ハードドライブ、フ
ロッピー（登録商標）ディスク等のような任意の適切なデバイスとすることができる。一
実施形態において、コンピュータ読取可能記憶媒体３１２は、命令及び／又はデータを記
憶するように構成される記憶媒体（すなわちハードウェア記憶媒体）である。
【００７２】
　通信インタフェース３１７は、コンピュータシステム７００及びプロセッサデバイス３
１３がネットワーク１９０を介して通信し、他のコンピュータやサーバ等のような複数の
異なるリモートリソースのいずれかから情報を取得し、及び／又はその複数の異なるリモ
ートリソースのいずれかに情報を転送できるようにする。説明されるように、Ｉ／Ｏイン
タフェース３１７は、プロセッサデバイス３１３がそれぞれの情報をリポジトリ７８０か
ら取得できるようにする。
【００７３】
　示されるように、コンピュータ読取可能記憶媒体３１２は、プロセッサデバイス３１３
によって実行されるアプリケーションインスタンス１４０（例えばソフトウェア、ファー
ムウェア等）を用いて符号化され得る。
【００７４】
　一実施形態の動作の間において、プロセッサデバイス３１３は、コンピュータ読取可能
記憶媒体３１２上に格納されたアプリケーション１４０－Ｘの命令を起動、実行、解釈又
は他の形で行うために、相互接続３１１の使用を介してコンピュータ読取可能記憶媒体３
１２にアクセスする。
【００７５】
　アプリケーション１４０－Ｘの実行は、プロセッサデバイス３１３内のプロセス１４１
のような処理機能を生成する。言い換えると、プロセッサデバイス３１３に関連付けられ
たアプリケーション１４０－Ｘは、コンピュータシステム７００内のプロセッサデバイス
３１３内で、又はプロセッサデバイス３１３上において、実行しているアプリケーション
１４０のインスタンスを表す。
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【００７６】
　当業者には、コンピュータシステム７００が、アプリケーション１４０を実行するのに
ハードウェアリソースの割り当て及び使用を制御するオペレーティングシステムのような
、他のプロセス及び／又はソフトウェア及びハードウェアコンポーネントを含む可能性が
あることが理解されよう。
【００７７】
　異なる実施形態によると、コンピュータシステム７００は、様々なタイプのデバイスの
いずれかとすることができることに留意されたい。そのような様々なタイプのデバイスに
は、これらに限定されないが、パーソナルコンピュータシステム、デスクトップコンピュ
ータ、ラップトップ、ノートブック、ネットブックコンピュータ、メインフレームコンピ
ュータシステム、ハンドヘルドコンピュータ、ワークステーション、ネットワークコンピ
ュータ、アプリケーションサーバ、ストレージデバイス、カメラ、カムコーダ、セットト
ップボックス、モバイルデバイス、ビデオゲームコンソール、ハンドヘルドビデオゲーム
デバイスのような家庭用電化製品、スイッチ、モデム、ルータのような周辺デバイス又は
一般的な任意のタイプのコンピューティング若しくは電子デバイスが含まれる。
【００７８】
　アプリケーションインスタンス１４０によってサポートされる機能性を、次に図８及び
図９のフローチャートにより検討する。図１乃至図７について上記検討した概念に関して
一部重複する部分があり得ることに留意されたい。また、以下のフローチャートにおける
ステップは、必ずしも示される順番で実行される必要はない。すなわち、ステップを任意
の適切な順番で実行することができる。
【００７９】
　図８は、本明細書における実施形態に従って、プライマリ・アプリケーションデータを
処理する方法を示すフローチャート８００である。
【００８０】
　ステップ８１０において、アプリケーションインスタンス１４０－１はプライマリ・ア
プリケーションデータ２１０－１を取得する。プライマリ・アプリケーションデータ２１
０－１を、サーバ１１０－１から取得することができ、又はユーザによって生成すること
もできる。
【００８１】
　ステップ８２０おいて、アプリケーションインスタンス１４０－１は、プライマリ・ア
プリケーションデータ２１０－１に関連付けられる補足アプリケーションデータを受信す
る。
【００８２】
　ステップ８３０において、アプリケーションインスタンス１４０－１は、一意の識別子
の値２３０－１を、プライマリ・アプリケーションデータ２１０－１に少なくとも部分的
に基づいて計算する。
【００８３】
　ステップ８４０において、アプリケーションインスタンス１４０－１は、ハッシュ関数
のような処理関数をプライマリ・アプリケーションデータ２１０－１の少なくとも一部（
例えば電子メールアドレス、電話番号等）に適用して、補足アプリケーションデータ２５
０－１と関連付けるための一意の識別子の値２３０－１を生成する。
【００８４】
　ステップ８５０において、アプリケーションインスタンス１４０－１は、一意の識別子
の値２３０－１をサーバ１１０－２に転送し、サーバ１１０－２は、アプリケーションイ
ンスタンス１４０－２による補足アプリケーションデータ２５０－１の後続の取得を可能
にする。
【００８５】
　ステップ８６０において、アプリケーションインスタンス１４０－１は、サーバ１２０
－２内への補足アプリケーションデータ２５０－１の格納を開始する。
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【００８６】
　ステップ８７０において、サーバ１１０－２は、一意の識別子の値２３０－１をリポジ
トリ１８０－２内に格納された補足アプリケーションデータ２５０－１に関連付ける、マ
ップ２６０内へのインデックスエントリの格納を開始する。
【００８７】
　図９は、本明細書における実施形態に従って、アプリケーションデータを処理する方法
を示すフローチャート９００である。
【００８８】
　ステップ９１０において、アプリケーションインスタンス１４０－２は、プライマリ・
アプリケーションデータ２１０－１をサーバ１１０－１から取得する。
【００８９】
　ステップ９２０において、アプリケーションインスタンス１４０－２は、一意の識別子
の値２３０－１を、サーバ１１０－１から取得されたプライマリ・アプリケーションデー
タ２１０－１に少なくとも部分的に基づいて生成する。
【００９０】
　サブステップ９３０において、アプリケーションインスタンス１４０－２は、ハッシュ
又は他の適切な関数を、プライマリ・アプリケーションデータ２１０－１の少なくとも一
部に適用し、一意の識別子の値２３０－１を生成する。
【００９１】
　ステップ９４０において、アプリケーションインスタンス１４０－２は、（アプリケー
ションインスタンス１４０－２によって生成されるような）一意の識別子の値２３０－１
をインデックスとして利用して、ストレージサービスプロバイダ１２０－２内に格納され
た補足アプリケーションデータ２５０－１を識別する。
【００９２】
　サブステップ９５０において、アプリケーションインスタンス１４０－２は、一意の識
別子の値２３０－１をサーバ１１０－２に転送する。第２のサーバ１１０－２は、アプリ
ケーションインスタンス１４０－２によって生成されるような一意の識別子の値２３０－
１を、補足アプリケーションデータ２５０－１にマップする。
【００９３】
　ステップ９６０において、アプリケーションインスタンス１４０－２は、サーバ１１０
－２からの補足アプリケーションデータ２５０－１の取得を開始する。
【００９４】
　サブステップ９６５において、アプリケーションインスタンス１４０－２は、補足アプ
リケーションデータ２５０－１をサーバ１１０－２から受信する。
【００９５】
　ステップ９７０において、アプリケーションインスタンス１４０－２は、取得したプラ
イマリ・アプリケーションデータ１４０－２を利用して、アプリケーションインスタンス
に関連付けられたプライマリ設定を識別する。
【００９６】
　ステップ９８０において、アプリケーションインスタンス１４０－２は、補足アプリケ
ーションデータ２５０－１を利用して、プライマリ・アプリケーションデータ２１０－１
によって指定される、プライマリ設定に対する修正を識別する。
【００９７】
　本明細書で開示される技術を使用して、１つ又は複数の異なる位置において格納される
補足アプリケーションデータにアクセスすることによって、コンピュータシステムの利用
を制限する可能性がある補足データをローカルに格納する必要性なく、アプリケーション
のカスタマイズを可能にしつつも、実行されている同じアプリケーションの複数の異なる
インスタンスの各々は、クラウドコンピューティング環境によって提供されるデータサー
ビスにアクセスすることができる。この手法では、クラウドコンピューティング環境が追
加の特徴をサポートしないことがあるとしても、本明細書で開示されるシステムを用いる
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アプリケーションは、追加のサービスを、ユーザ及びそのユーザによって使用される他の
デバイス上で利用可能な（補足データの格納及びアクセスを要求する）他のサービスに対
して提供することができる。
【００９８】
　補足アプリケーションデータを取得するために一意の識別子の値を生成するのにアプリ
ケーションの異なるインスタンスによって使用される同じ処理関数は、アプリケーション
のユーザに対して一意のものとすることができる。したがって、（あり得る複数のアプリ
ケーションのなかの）ユーザのあるアプリケーションのみが、補足アプリケーションデー
タを取得するのに適切な鍵又はインデックス値を生成することができることになる。した
がって、本明細書における実施形態は、従来の技術を超えるセキュリティレベルを提供す
る。
【００９９】
　説明されるように、例示的な実施形態において、プライマリ・アプリケーションデータ
及び補足アプリケーションデータは、アドレス帳で使用される連絡先情報に関する可能性
がある。そのような実施形態では、第１のアプリケーションインスタンスにおいて、ユー
ザがアプリケーションを操作して、ネットワーク内に配置された第１のストレージサービ
スプロバイダに書き戻すことができないデータを作成または修正するとき、アプリケーシ
ョン１４０は、一意の識別子の値（例えばインデックス値、ハッシュベースの鍵等）を、
プライマリ・アプリケーションデータ（例えば特定の連絡先情報）のプロパティに基づい
て作成し、この鍵を使用して、該鍵によってのみ識別される追加の連絡先情報を格納する
。アプリケーションは、次いでこの一意の識別子の値を第２のストレージサービスプロバ
イダに送信する。第２のストレージサービスプロバイダは、一意の識別子の値を格納し、
補足アプリケーションデータを、ユーザによって操作されるこのアプリケーションの任意
の他のインスタンスと同期できるようにする。
【０１００】
　アプリケーションの第２のインスタンスが同期を試みるとき、アプリケーションの第２
のインスタンスは、連絡先のそれぞれに対してハッシュ値を生成する。アプリケーション
の第２のインスタンスは、ハッシュ値（すなわち一意の識別子の値）を補足サーバに転送
して、それぞれの連絡先について補足データが利用可能かどうかを確認する。補足データ
が利用可能である場合、補足サーバは、データをアプリケーションの第２のインスタンス
に転送する。第１のストレージサービスからのプライマリ・アプリケーションデータの取
得し、及び第２のストレージサービスプロバイダからの各連絡先の補足アプリケーション
データの取得を介して、アプリケーションの第２のインスタンスを正確に同期させること
ができる。
【０１０１】
　アプリケーションにおける使用に適した本明細書の技術は、ソフトウェアの複数のイン
スタンスを、ネットワークに接続された複数の別個に配置されたデバイス上で実行するこ
とができる。しかしながら、本明細書における実施形態は、そのようなアプリケーション
における使用に限定されず、本明細書で検討される技術は他のアプリケーションにも同様
に適切であることを理解すべきである。
【０１０２】
　本明細書における実施形態は、本明細書に開示される方法の動作のいずれか又は全てを
実行及び／又はサポートする１つ又は複数のコンピュータ化されたデバイス、ワークステ
ーション、ハンドヘルド又はラップトップコンピュータ等の構成を含むことができる。言
い換えると、１つ又は複数のコンピュータ化されたデバイス又はプロセッサを、本明細書
で説明されるように動作して本発明の異なる実施形態を実行するようにプログラム及び／
又は構成することができる。
【０１０３】
　本明細書における更に他の実施形態は、上記で要約され、下記で詳細に開示されるステ
ップ及び動作を実行するソフトウェアプログラムを含む。１つのそのような実施形態は、
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後の実行のためにソフトウェア命令が符号化されるコンピュータ読取可能記憶媒体（すな
わち任意のタイプのハードウェア記憶媒体）を含むコンピュータプログラム製品を備える
。命令及び／又はプログラムは、プロセッサを有するコンピュータ化されたデバイスで実
行されると、プロセッサに、本明細書で開示される動作を実行させる。そのような構成は
典型的に、光媒体（例えばＣＤ－ＲＯＭ）、フロッピーディスク、ハードディスク、メモ
リスティック等の非一時的なコンピュータ読取可能記憶媒体上、あるいは１つ又は複数の
ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＰＲＯＭ等内のファームウェア又はマイクロコードのような他の媒体上
に構成又は符号化されるソフトウェア、コード、命令及び／又は他のデータ（すなわちデ
ータ構造）として、あるいは特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）として提供される。ソフ
トウェア又はファームウェア又は他のそのような構成を、コンピュータ化されたデバイス
にインストールして、該コンピュータ化されたデバイスに本明細書で説明される技術を実
行させることができる。
本開示の他の実施形態は、上記で要約され、下記で詳細に開示される方法の実施形態のス
テップ又は動作のいずれかを実行するソフトウェアプログラム及び／又はそれぞれのハー
ドウェアを含む。ステップの順序は明確さのために付けられているものである。これらの
ステップを任意の適切な順序で実行することができる。
【０１０４】
　本明細書で検討されるようにシステム、方法、装置、コンピュータ読取可能記憶媒体上
の命令等は、厳格に、ソフトウェアプログラムとして、ソフトウェアとハードウェアのハ
イブリッドとして、プロセッサ内、オペレーティングシステム内又はソフトウェアアプリ
ケーション内のようなハードウェア単独として具現化され得る。本発明の例示的な実施形
態は、米国ワシントン州レッドモンドにあるマイクロソフト社によい製造されるような製
品及び／又はソフトウェアアプリケーションで実装されてもよい。
【０１０５】
　さらに、本明細書における異なる特徴、技術、構成等のそれぞれが、本開示の異なる箇
所において検討されていることがあるが、これらの概念をそれぞれ相互に独立に実行して
もよく、あるいは適切な場合にはこれらの概念を相互に組み合わせて使用することができ
る。したがって、本明細書で説明される１つ又は複数の本発明を、多くの異なる方法で具
現化して見ることができる。
【０１０６】
　本明細書で記載される説明に基づいて、特許請求に係る主題の完全な理解を提供するた
めに多くの具体的な説明が記載されている。しかしながら、当業者には特許請求に係る主
題はこれらの具体的な詳細なしに実施されてもよいことが理解されよう。他の例では、当
業者に公知であろう方法、装置、システム等は、特許請求に係る主題を曖昧にしないよう
に詳細には説明されていない。詳細な説明の一部は、コンピュータメモリのようなコンピ
ューティングシステムメモリ内に格納されるデータビット又はバイナリデジタル信号上で
の動作のアルゴリズム又は記号的表現に関して提示されている。これらのアルゴリズムの
説明又は表現は、データ処理の分野の当業者により、その作業の内容を他の当業者に伝え
るのに使用される技術の例である。本明細書で説明されるような、及び一般的なアルゴリ
ズムは、動作の自己矛盾のないシーケンスであるか、所望の結果を得る同様の処理である
と考えられる。このコンテキストでは、動作及び処理は物理的な量の物理的な操作を伴う
。必ずではないが、典型的に、そのような量は、格納、伝送、結合、比較、あるいは処理
回路及び／又はソフトウェアを介して他の形で操作されることが可能な電子的又は磁気信
号の形をとることがある。主に共通の使用の理由から、そのような信号をビット、データ
、値、要素、信号、文字、用語、数、数字等と称することが便利であることが知られてい
る。これら及び同様の用語は、適切な物理的な量と関連付けられるべきものであり、単に
便利なラベルであることを理解されたい。他に特段の指定がない限り、以下の議論から明
らかであるように、「処理する」、「計算する」、「算出する」、「決定する」等のよう
な用語を使用する本明細書の議論は、メモリ、レジスタ又は他の情報記憶デバイス内の物
理的な電子量又は磁気量として表されるデータを操作又は変形する、コンピュータ又は類
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似の電子的なコンピューティングデバイス、伝送デバイス又はコンピューティングプラッ
トフォームのディスプレイデバイスのような、コンピューティングプラットフォームのア
クション又はプロセスを指すことが認識されよう。
【０１０７】
　本発明は、好ましい実施形態を参照して具体的に示され、説明されてきたが、当業者に
は、添付の特許請求の範囲によって定義される本発明の精神及び範囲を逸脱することなく
、形式及び詳細について様々な変更をなすことが可能であることが認識されよう。そのよ
うな変形は、本出願の範囲によって網羅されるように意図される。このように、本出願に
係る実施形態の上記説明は、限定的であるように意図されていない。むしろ、本発明に対
する任意の限定は、特許請求の範囲において提示される。
 
 
 
 

【図１】 【図２】
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